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令和６年度 ＰＴＡ活動報告 
●行事参加・協力 

令和６年９月21日(土) 小中合同音楽祭 

10月19日(土) 第77回体育祭 ※観覧者の受付 

11月24日(日) 第６支会地域の安全を守る会一斉周知活動  

11月26日(火) 校内マラソン大会 

12月１日(日) 奥多摩渓谷駅伝競走大会ボランティア活動 

令和７年２月16日(日) 青梅マラソン大会ジュニアロードレースボランティア活動  

３月19日(水) 卒業式 ※保護者・コミュニティースクール委員・教育委員会1名のみ参加 

 
 

●ＰＴＡ会議等 

令和６年４月２日(火) 新旧役員会 

４月20日(土) 令和５年度ＰＴＡ定期総会（書面審議）・ＰＴＡ歓送迎会 ※歓送迎会なし 

５月15日(水) 第１回本部役員会 

５月29日(水) 第１回役員会  

６月14日(金) 第２回本部役員会 

６月28日(金) 第２回役員会 

７月10日(水) 七小・六中ＰＴＡ連絡協議会 

９月13日(金) 第３回本部役員会・第３回役員会 

11月15日(金) 第４回本部役員会・第４回役員会 

令和７年１月17日(金) 第５回本部役員会・第５回役員会 

３月14日(金) 本部役員顔合わせ・新旧本部役員会 

３月28日(金) 会計監査 

４月４日(金) 新旧役員会 

 
 

●各種団体会議出席・その他 

令和６年５月９日(木) 青少年対策小曽木地区委員会総会  

    ５月10日(金) 第１回第６支会地域の安全を守る会 

６月６日(木) 青梅市中学校ＰＴＡ連合会第１回理事会  

６月12日(水) 第１回青少年対策小曽木地区委員会  

６月20日(木) 青梅市中学校ＰＴＡ連合会定期総会  

８月29日(木) 第２回青少年対策小曾木地区委員会  

８月29日(木) 青梅市中学校ＰＴＡ連合会第１回会長会 

９月19日(木) 青梅市中学校ＰＴＡ連合会第２回理事会 

10月10日(木） 第２回第６支会地域の安全を守る会 

令和７年２月４日(火) 小曾木地区行事予定日程調整会議 

２月14日(金) 第３回青少年対策協議会  

３月７日(金) 第３回第６支会地域の安全を守る会  

３月13日(木) 青梅市中学校ＰＴＡ連合会第２回会長会 
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令和６年度 整備厚生委員会活動報告 
 

●委員会会議 

 令和５年１０月４日(水)  

整備厚生委員長と新整備厚生委員との打ち合わせ 

  次年度整備厚生委員長、副委員長選出 

 

 令和６年３月４日(月)～３月８日(金) 

  各地区の新１年生・２年生・３年生の氏名及び世帯数の調整及び報告 

  各地区の資源回収(６月・９月・12月)の日程作成 

 

令和６年４月１０日(水)  

 中村商店さんへ挨拶 

 

その他、年間を通し委員長は本部役員会及び役員会、各地区委員は役員会に出席 

 

令和６年５月   第1回資源回収の回覧作成及び担当自治会に回覧依頼 

令和６年６月   第1回資源回収実施 

 

令和６年８月   第２回資源回収の回覧作成及び担当自治会に回覧依頼 

令和６年９月   第２回資源回収実施 

 

令和６年11月   第３回資源回収の回覧作成及び担当自治会に回覧依頼 

令和６年12月   第３回資源回収実施 

 

●各地区資源回収   

令和６年６月度  ２日(日)、 ８日(土)、 ９日(日)、１６日(日) 

    ９月度  ８日(日)、１４日(土)、１５日(日) 

令和６年12月度  ８日(日)、１４日(土)、１５日(日) 
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令和６年度 学年活動報告 
 

令和６年４月２０日(土)  全校保護者会・各学年 第１回 保護者会   

 

    ７月 ２日(火)  １年・２年  第２回 保護者会 

 

             ３年     第１回 進路説明会 

 

７月２２日(月)～ １年 第１回 家庭訪問 

 

         ２年 第１回 三者面談 

 

         ３年 第１回 三者面談 

 

１０月２５日(金)  ３年 第２回 進路説明会 

 

１０月２８日(月)～ ３年 第２回 三者面談 

 

   １２月 ２日(月)～ ３年 第３回 三者面談 

 

   １２月１１日(水)  １年・２年  第３回 保護者会 

 

令和７年３月 ８日(土)  １年・２年  第４回 保護者会 
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令和６年度 次年度本部役員選考委員会活動報告 

 

●委員会会議 

令和６年１０月 ２日(水) 第１回委員会 委員長決め 

候補者への連絡 

                      

 

 

●選考結果報告 

男性１名、女性２名の内諾をいただきました。 
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令和７年度 ＰＴＡ役員名簿 
 

役 職 名 氏 名 学年 備 考 

顧   問 岩崎 浩示 学校  

本
部
役
員 

会   長 井口 裕介 ２  

副 会 長 
折内 香織 3 学年委員・地区委員を兼務 

髙橋 信也 学校  

庶   務 
板垣 典子 3 学校担当：平賀 明穂（会計兼務） 

佐藤 直美 2 地区委員を兼務 

会   計 
塩野 智美 2 地区委員を兼務 

地区委員を兼務 
 

加藤 由梨 2 

常
置
委
員 

整備厚生委員長 井口 瞳 2 
地区委員長を兼務 

学校担当：髙橋 信也 

    

    

会
計
監
査 

監査委員長  安藤 加奈     2 地区委員を兼務 

監 査 委 員          

  

地 区 

 

氏 名 

 

学年 

 

担 当 
生徒数 世帯数 回覧数 

20  19 85 

地 

区 

委 

員 

 

富岡１ 1 佐藤 直美 2 R7 年度役員選考委員 2 2 20 

富岡２ 2 － －      － 1 1 0 

富岡３－１ 3 宮寺 はづき 3 副地区委員長 1 1 0 

富岡３－２ 15 － － － 0 0 0 

小曾木１ 4 安藤  加奈 2 R7 年度監査委員 3 3 8 

小曾木２ 14    － －      － 0 0 0 

小曾木３ 7 井口 瞳 2 地区委員長 1 1 20 

小曾木４ 6 折内 香織 3 R7 年度役員選考委員 3 3 10 

小曾木５ 5 塩野 智美 2 R8 年度役員選考委員 3 3 6 

黒沢 1-1･1-2 8・9 山川  優佳 1 R7 年度役員選考委員 2 2 10 

黒沢２－１ 10 － －      － 1 1 0 

黒沢２－２ 11 加藤 由梨 2 R8 年度役員選考委員     1 1 11 

黒沢３ 12・13     － －      － 2 1 0 

地区外 － －  0 0 0 
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令和７年度 学年委員名簿 

 

 
学年 

（生徒数） 
氏 名 

学
年
委
員 

1学年 

(6名) 

浅見 浩美 

 

２学年 

（1 0名） 

新開 智子 

 

３学年 

(４名) 

折内 香織 
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総 会 

役 員 会 

本 部 役 員・地区委員長 

常置委員長 

本部役員会 
本部役員 

常置委員会 
整備厚生 

 

選考委員会 
選考委員・本部役員 

令和７年度 ＰＴＡ活動計画（案） 
 

●活動方針 

①会員相互の理解を深め、教養を高めて、子どもの生活が充実するように常置委員会活

動を活発に行う。 

②必要に応じて特別委員会を開催する。 

 

 

●活動の重点 

①学校の教育目標「優しい人になろう」「正しい人になろう」「たくましい人になろう」

の達成に側面から協力する。 

②会員相互の理解を深め、教養を高めるため努力する。 

③ＰＴＡ活動の活性化について、様々な工夫をする。 

 

 

●主な活動 

７月頃      七小・六中ＰＴＡ連絡協議会 

１０月１０日(金) スポーツフェスティバル2025 

１１月２６日(水) 校内マラソン大会 

 

 

●役員会一覧 
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令和７年度 常置委員会活動計画（案） 
 

●整備厚生委員会（１名） 
 
 
 委員長：井口 瞳 
 
 

・資源回収を年３回実施する 

 

・必要に応じて委員会をライン会議にて開催する 

 

・ＰＴＡ主催のリサイクル活動に協力する 
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青梅市立第六中学校ＰＴＡ会則 

 

 

第 １ 条 （名  称） 

本会は、青梅市立第六中学校ＰＴＡと称し、事務局を青梅市立第六中学校内に置く。 

 

第 ２ 条 （目  的） 

本会は、学校と家庭が協力して生徒の幸福を推進し、あわせて会員の教養を高めることを 

目的とする。 

 

第 ３ 条 （事  業） 

本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。 

１．家庭と学校の緊密な連絡によって、生徒の生活を豊かなものとする。 

２．会員相互の教養向上のために努力し援助すること。 

３．その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。 

 

第 ４ 条 （会  員） 

本会の会員は、生徒の父母または父母に代わる保護者、学校職員とする。 

 

第 ５ 条 （方  針） 

１．本会は、非営利的・非宗教的・非党派的である。 

２．本会は、学校経営・学校の方針を妨げるものではない。 

 

第 ６ 条 （経  理） 

１．本会の経理は、会費・事業収入をもってこれにあてる。 

２．会費は、総会の議決により決定する。 

３．臨時に必要な経理は、役員会の議決により決定する。 

 

第 ７ 条 （役  員） 

本会の役員ならびに選出方法は次の通りである。 

１．会 長 １名  役員会が会員中より推薦し、総会で決める。 

２．副 会 長 ２名  役員会が会員中より推薦し、総会で決める。 

（内１名は学校側から推薦する） 

３．庶 務 ３名  役員会の推薦により会長が委嘱する。 

（内１名は学校側から推薦する） 

４．会 計 ３名  役員会の推薦により会長が委嘱する。 

（内１名は学校側から推薦する） 

５．監 査 ２名  役員会の推薦により会長が委嘱する。 

６．地 区 委 員 長     各地区会員の推薦により会長が委嘱する。 

７．常 置 委 員 長     各常置委員会の推薦により会長が委嘱する。 

８．役 員 の 増 減     役員の定数は必要に応じて役員会の承認を得て増減できる。 

 

第 ８ 条 （役員の任務） 

１．会 長  ①本会を代表し統轄する。 

②総会・各委員会を招集する。 

２．副 会 長  会長を補佐し、会長が事故等で不在のときはこれを代行する。 

３．庶 務  会長の指示により会務を処理する。 
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４．会 計  予算に基づいて一切の収入・支出の事務を処理し、予算・決算の 

報告をする。 

５．監 査  本会の経理状況を監査する。 

６．地 区 委 員 長  地区の活動を統轄し、会と会員との連絡を図る。 

７．常 置 委 員 長  各委員会の運営・計画をし、実践の中核となる。 

 

第 ９ 条 （役員の任期） 

役員の任期は１年とする。ただし、併任・再選を妨げない。 

 

第 １０ 条 （顧  問） 

１．本会に顧問を置くことができる。 

２．顧問は、前会長・その他本会に功労があり、将来も会のために尽力できる人々の 

中から、役員で推薦し会長が委嘱する。 

３．任期は１年とする。 

 

第 １１ 条 （総  会） 

１．総会は年１回開く。ただし、会長もしくは会員の３分の１以上の要求があるときは、 

臨時に開くことができる。 

２．総会は、本会の最高議決機関で、会員の異動・役員の選任・年間事業計画ならびに 

報告・予算・決算の審議決定・重要事項の議決を行う。 

３．総会は、会員の３分の１以上の出席（委任状を含む）をもって成立し、裁決は 

出席者の過半数をもって決定する。 

 

第 １２ 条 （役 員 会） 

役員会は、総会につぐ議決機関で、役員全員で構成し、緊急な事項を処理する。 

 

第 １３ 条 （委 員 会） 

１．常置委員会は、次の委員会に分かれる。 

この委員会の任務は細則（１）で定める。 

①整備厚生委員会   

２．常置委員長は、委員会の決定事項を役員会に提案し、承認をうけ実施する。 

 

第 １４ 条 （特別委員会） 

会長が必要と認めた場合、特別委員会を設けることができる。 

 

第 １５ 条 （部  会） 

本会に次の部会をおく。 

①学年会  ②地区会 

 

第 １６ 条 （会計年度） 

本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
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細  則（１）  常置委員会及び学年委員 

 

第 １ 条 整備厚生委員会 

１．学校の整備を援助し、充実を図る。 

２．会員の福利厚生を図る。 

３．地区長より選出して構成する。 

 

第 ２ 条 学年委員 

各学年の代表者で構成する。 

 

 

 

細  則（２）  慶弔規定 

 

第 １ 条 この規定は、青梅市立第六中学校のＰＴＡ会員および生徒に対してお祝い、慰労、見舞、 

弔問等を行うときの基準をきめたものである。 

 

第 ２ 条 この規定を実施するため本会は、毎年５０，０００円以上を慶弔費として予算を計上する。 

 

第 ３ 条 下記の場合は、金品を贈って、慶祝の意を表す。 

１．会員が、結婚したとき 金１０，０００円 

 

第 ４ 条 下記の場合は、見舞をする。 

１．会員・生徒が、１ヶ月以上病床にあるとき。 

２．会員・生徒が、不慮の災害を受けたとき。 

３．その他必要と認めたとき。 

１．２．３．項はその額を金５，０００円とする。 

 

第 ５ 条 下記の場合は、記念品を贈って感謝の意を表す。 

１．本部役員が１年以上その任にあって退任したとき。 

２．本校職員が、転退職したとき。 

３．その他適当と認めたとき。 

 

第 ６ 条 下記の場合は、霊前に香華を供え弔意を表し、代表者が会葬する。 

１．生徒が死亡したとき 金１０，０００円 

２．会員が死亡したとき 金１０，０００円 

３．会員以外のもので、本会に功労のあった人が死亡したとき。 

３項は役員会の決定による。 

 

第 ７ 条 本規定第４条の第１・２項および第６条の第１・２項が、公務または、管理下による 

場合は、特に役員会の決議で、本規定の枠外取扱をすることができる。 

 

 

 

第 ８ 条 本規定以外の事項で、会長が必要と認めた場合は、役員会の議決を経て、慶弔見舞 

することができる。 

 

第 ９ 条 本規定の実施に当たり、適当と認めたときは、役員会の決定により、会員または有志 

から拠金を募って、その資金とすることができる。 
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細  則（３）  クラブ活動費の補助 

 

第 １ 条 下記の場合は、クラブ活動費の補助をする事が出来る。 

１．学校クラブ活動として宿泊等多額の費用がかかる場合、役員会の承認を得て 

１クラブにつき団体の場合 ５０，０００円。個人の場合 １０，０００円を 

限度として補助金を出すことが出来る。 

２．ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。 

 

 

付  則 

 

第 １ 条 本会則は、第３条の事業のほか「慶弔規定」を定め、細則（２）とする。 

 

第 ２ 条 本会則は、総会で議決決定する。 

 

第 ３ 条 本会則は、昭和５７年４月２４日から実施する。 

平成１４年４月２０日 ＰＴＡ会費 

ＰＴＡ総会において決定済み。 

１世帯あたり、月額150円×12ヶ月 1,800円を 

月額250円×12ヶ月 3,000円とする。 

平成２０年５月 ２ 日 細則（２） 第３条改正 

平成２３年４月２３日 会則 第７条、１３条改正 

平成２６年４月１９日 第７条一部改正 

平成３０年11月１２日 第７条一部改正 

平成３１年４月２０日 細則（１） 第４条一部改正 

令和 ２年５月 ９日 会則 第７条一部改正 

令和 ４年２月 １日 会則 第１３条一部改正 

細則（１） 第４条削除 

令和 ５年２月 ８日 会則 第１３条一部改正 

細則（１） 第２条一部修正 

細則（１） 第３条削除 

 

 

 


